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（ 非公募 ） 

山口市放課後児童クラブ指定管理者候補者審査結果 

 
１ 施設の名称   わかくさ学級 
 
２ 指定の期間   令和４年４月１日～令和９年３月３１日 
 
３ 指定管理者候補者特定団体名 

わかくさ学級運営協議会 
   会長 伊達 巧 
   山口市大殿大路２１３番地 
 
４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 
  本団体は、大殿小学校区内で放課後児童クラブを運営することを目的として設立され、地

区社会福祉協議会、町内連合会、民生委員児童委員協議会、小学校長等で構成されており、

現在も指定管理者として大殿小学校区の放課後児童クラブを運営しています。 
 
５ 非公募施設とした理由 

放課後児童クラブは、当該小学校区の児童が通う地域に密着した施設で、当該地域の住民

や利用者で組織し、活動している団体が管理運営を行った方が効率的であり、施設の設置目

的を有効に達成できると判断したため。 

 
６ 審査の経過 

仕様書の決定        令和３年 ７月 ５日（月） 
指定申請提出期限      令和３年 ９月２２日（水） 
選定委員会による審査    令和３年１０月１１日（月） 

 
７ 審査の方法 
（１）選定委員会委員 
   楳本美由紀   こども未来部長（委員長） 
   河辺 寿夫   こども未来部次長  
   小野 智紀   こども未来課長          
   杉本 一平   保育幼稚園課長 
   藤本 緑    子育て保健課長 
（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 
（３）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類の内容に基づ

き、選定委員会において、公募施設と同様に選定基準「別紙１」に掲げる評価項目ごとに

評価を行い、各委員の点数を合算したものを得点とし、総配点合計の６割（基準点）以上

であることを確認しました。 
また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 選定の概要 

選定基準 配点 委員数 総配点 特定団体 

平等な利用を確保することができるもの

であること １０ ５ ５０ ３０ 

施設の効果を最大限に発揮できる能力を

有していること ８０ ５ ４００ ２７２ 

施設の管理経費の縮減が図られること 
１０ ５ ５０ ３０ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能

力を有していること ８０ ５ ４００ ３００ 

市の施策への貢献が期待できること 
２０ ５ １００ ７５ 

総  計 
 

２００ ５ １，０００ ７０７ 

基 準 点 － － ６００ 
 
 
９ 審査意見 

わかくさ学級は、本市大殿小学校区において、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

に対し放課後の適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る「放課後児童健全育

成事業」の場として設置している施設です。 
そのため、本施設は、「遊び等の活動拠点」としての機能と「生活の場」としての機能を適切

に発揮し、児童が安全に安心して過ごすことができ、子どもの一人ひとりの状況や発達段階を

踏まえた育成支援を展開することが期待されます。 
そこで、指定管理者になろうとする団体については、こうした施設の設置目的や性格を踏ま

え審査を行いました。 
現在の指定管理者であるわかくさ学級運営協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、今まで以上にその特色をフルに発

揮させる事業の実施及び施設の管理を行う能力を有しています。 
 特に、独自に「ヒヤリ・ハット事例集」を作成するなど安全管理体制が充実している点や、

多彩な年間行事、学期ごとの明確な目標設定など児童に寄り添った事業計画となっている点が

高く評価できます。 
また、現在の指定管理期間中には、弾力的な受け入れにより市の待機児童対策に協力したほ

か、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための小学校臨時休業期間中の午前中保育を実施し

ており、今後も市の施策に貢献する運営が期待できます。 
以上、総合的に判断して、わかくさ学級運営協議会はわかくさ学級の特定団体として、必要

な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 
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（ 非公募 ） 

山口市放課後児童クラブ指定管理者候補者審査結果 

 
１ 施設の名称   うえき第２学級 
 
２ 指定の期間   令和４年４月１日～令和９年３月３１日 
 
３ 指定管理者候補者特定団体名 

大内地区社会福祉協議会 
   会長 岡村 輝夫 
   山口市大内矢田北五丁目８番２８号 
 
４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 
  本団体は、大内地域内で社会福祉事業を運営することを目的として設立され、地域住民を

中心に構成されており、現在も指定管理者として大内小学校区の放課後児童クラブを運営し

ています。 
 
５ 非公募施設とした理由 

放課後児童クラブは、当該小学校区の児童が通う地域に密着した施設で、当該地域の住民

や利用者で組織し、活動している団体が管理運営を行った方が効率的であり、施設の設置目

的を有効に達成できると判断したため。 

 
６ 審査の経過 

仕様書の決定        令和３年 ７月 ５日（月） 
指定申請提出期限      令和３年 ９月２２日（水） 
選定委員会による審査    令和３年１０月１１日（月） 
 

７ 審査の方法 
（１）選定委員会委員 
   楳本美由紀   こども未来部長（委員長） 
   河辺 寿夫   こども未来部次長  
   小野 智紀   こども未来課長          
   杉本 一平   保育幼稚園課長 
   藤本 緑    子育て保健課長 
（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 
（３）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類の内容に基づ

き、選定委員会において、公募施設と同様に選定基準「別紙１」に掲げる評価項目ごとに

評価を行い、各委員の点数を合算したものを得点とし、総配点合計の６割（基準点）以上

であることを確認しました。 
また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 選定の概要 

選定基準 配点 委員数 総配点 特定団体 

平等な利用を確保することができるもの

であること １０ ５ ５０ ３０ 

施設の効果を最大限に発揮できる能力を

有していること ８０ ５ ４００ ２６８ 

施設の管理経費の縮減が図られること 
１０ ５ ５０ ３０ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能

力を有していること ８０ ５ ４００ ２９４ 

市の施策への貢献が期待できること 
２０ ５ １００ ７５ 

総  計 
 

２００ ５ １，０００ ６９７ 

基 準 点 － － ６００ 
 
 
９ 審査意見 

うえき第２学級は、本市大内小学校区において、保護者が労働等により昼間家庭にいない児

童に対し放課後の適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る「放課後児童健全

育成事業」の場として設置している施設です。 
そのため、本施設は、「遊び等の活動拠点」としての機能と「生活の場」としての機能を適切

に発揮し、児童が安全に安心して過ごすことができ、子どもの一人ひとりの状況や発達段階を

踏まえた育成支援を展開することが期待されます。 
そこで、指定管理者になろうとする団体については、こうした施設の設置目的や性格を踏ま

え審査を行いました。 
現行の指定管理者である大内地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、今まで以上にその特色をフルに発

揮させる事業の実施及び施設の管理を行う能力を有しています。 
特に、障がい等により支援の必要な児童に対するきめ細かな対応、緊急時の連絡先リストや

対応フローチャートの作成といった具体的な安全管理体制、独自性と工夫のある年間行事計画

が高く評価できます。 
また、現在の指定管理期間中には、弾力的な受け入れにより市の待機児童対策に協力してお

り、今後も市の施策に貢献する運営が期待できます。 
以上、総合的に判断して、大内地区社会福祉協議会はうえき第２学級の特定団体として、必

要な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 
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（ 非公募 ） 

山口市放課後児童クラブ指定管理者候補者審査結果 

 
１ 施設の名称   みなみ第３学級 
 
２ 指定の期間   令和４年４月１日～令和９年３月３１日 
 
３ 指定管理者候補者特定団体名 

大内地区社会福祉協議会 
   会長 岡村 輝夫 
   山口市大内矢田北五丁目８番２８号 
 
４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 
  本団体は、大内地域内で社会福祉事業を運営することを目的として設立され、地域住民を

中心に構成されており、現在も指定管理者として大内南小学校区の放課後児童クラブを運営

しています。 
 
５ 非公募施設とした理由 

放課後児童クラブは、地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動し

ている団体や当該地域において活動実績を有する団体が管理運営を行った方が効率的であり、

施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 
６ 審査の経過 

仕様書の決定        令和３年 ７月 ５日（月） 
指定申請提出期限      令和３年 ９月２２日（水） 
選定委員会による審査    令和３年１０月１１日（月） 
 

７ 審査の方法 
（１）選定委員会委員 
   楳本美由紀   こども未来部長（委員長） 
   河辺 寿夫   こども未来部次長  
   小野 智紀   こども未来課長          
   杉本 一平   保育幼稚園課長 
   藤本 緑    子育て保健課長 
（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 
（３）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類の内容に基づ

き、選定委員会において、公募施設と同様に選定基準「別紙１」に掲げる評価項目ごとに

評価を行い、各委員の点数を合算したものを得点とし、総配点合計の６割（基準点）以上

であることを確認しました。 
また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 選定の概要 

選定基準 配点 委員数 総配点 特定団体 

平等な利用を確保することができるもの

であること １０ ５ ５０ ３０ 

施設の効果を最大限に発揮できる能力を

有していること ８０ ５ ４００ ２６２ 

施設の管理経費の縮減が図られること 
１０ ５ ５０ ３０ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能

力を有していること ８０ ５ ４００ ２９４ 

市の施策への貢献が期待できること 
２０ ５ １００ ８０ 

総  計 
 

２００ ５ １，０００ ６９６ 

基 準 点 － － ６００ 
 
 
９ 審査意見 

みなみ第３学級は、本市大内南小学校区において、保護者が労働等により昼間家庭にいない

児童に対し放課後の適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る「放課後児童健

全育成事業」の場として設置している施設です。 
そのため、本施設は、「遊び等の活動拠点」としての機能と「生活の場」としての機能を適切

に発揮し、児童が安全に安心して過ごすことができ、子どもの一人ひとりの状況や発達段階を

踏まえた育成支援を展開することが期待されます。 
そこで、指定管理者になろうとする団体については、こうした施設の設置目的や性格を踏ま

え審査を行いました。 
現行の指定管理者である大内地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、今まで以上にその特色をフルに発

揮させる事業の実施及び施設の管理を行う能力を有しています。 
 特に、障がい等により支援の必要な児童に対するきめ細かな対応、緊急時の連絡先リストや

対応フローチャートの作成といった具体的な安全管理体制、地域と連携した運営を計画してい

る点が高く評価できます。 
また、現在の指定管理期間中には、弾力的な受け入れにより市の待機児童対策に協力してお

り、今後も市の施策に貢献する運営が期待できます。 
以上、総合的に判断して、大内地区社会福祉協議会はみなみ第３学級の特定団体として、必

要な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 
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（ 非公募 ） 

山口市放課後児童クラブ指定管理者候補者審査結果 

 
１ 施設の名称   徳佐児童クラブ 
 
２ 指定の期間   令和４年４月１日～令和９年３月３１日 
 
３ 指定管理者候補者特定団体名 

社会福祉法人山口市社会福祉協議会 
   会長 岩城 精二 
   山口市上竪小路８９番地１ 
 
４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 
  山口市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福

祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としており、現在も指定

管理者として徳佐小学校区の放課後児童クラブを運営しています。 
 
５ 非公募施設とした理由 

放課後児童クラブは、当該地域の小学校、地域との円滑な連携や児童の成長に合わせた継

続的かつ確実な保育が求められる施設であり、運営実績を有する団体を指名することが、明

らかに効果的、効率的であると判断したため。 

 
６ 審査の経過 

仕様書の決定        令和３年 ７月 ５日（月） 
指定申請提出期限      令和３年 ９月２２日（水） 
選定委員会による審査    令和３年１０月１１日（月） 
 

７ 審査の方法 
（１）選定委員会委員 
   楳本美由紀   こども未来部長（委員長） 
   河辺 寿夫   こども未来部次長  
   小野 智紀   こども未来課長          
   杉本 一平   保育幼稚園課長 
   藤本 緑    子育て保健課長 
（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 
（３）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類の内容に基づ

き、選定委員会において、公募施設と同様に選定基準「別紙１」に掲げる評価項目ごとに

評価を行い、各委員の点数を合算したものを得点とし、総配点合計の６割（基準点）以上

であることを確認しました。 
また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 選定の概要 

選定基準 配点 委員数 総配点 特定団体 

平等な利用を確保することができるもの

であること １０ ５ ５０ ３０ 

施設の効果を最大限に発揮できる能力を

有していること ８０ ５ ４００ ２４０ 

施設の管理経費の縮減が図られること 
１０ ５ ５０ ３０ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能

力を有していること ８０ ５ ４００ ２８２ 

市の施策への貢献が期待できること 
２０ ５ １００ ８０ 

総  計 
 

２００ ５ １，０００ ６６２ 

基 準 点 － － ６００ 
 
 
９ 審査意見 

徳佐児童クラブは、本市徳佐小学校区において、保護者が労働等により昼間家庭にいない児

童に対し放課後の適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る「放課後児童健全

育成事業」の場として設置している施設です。 
そのため、本施設は、「遊び等の活動拠点」としての機能と「生活の場」としての機能を適切

に発揮し、児童が安全に安心して過ごすことができ、子どもの一人ひとりの状況や発達段階を

踏まえた育成支援を展開することが期待されます。 
そこで、指定管理者になろうとする団体については、こうした施設の設置目的や性格を踏ま

え審査を行いました。 
現行の指定管理者である山口市社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウハ

ウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、今まで以上にその特色をフルに発揮

させる事業の実施、及び施設の管理を行う能力を有しています。 
特に、人材の確保と育成について、試験委員会を開催し、明確な評価基準を持って採用を行

い、計画的に放課後児童支援員認定資格研修を受けさせることとしている点が評価できます。 
また、現在の指定管理期間中には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための小学校臨時

休業期間中の全平日に午前中保育を実施しており、今後も市の施策に貢献する運営が期待でき

ます。 
以上、総合的に判断して、山口市社会福祉協議会は徳佐児童クラブの特定団体として、必要

な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 
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別紙１ 指定管理者候補者選定基準 
 

評価項目 評価の視点 配点 

大項目 小項目 

（１）平等な利

用を確保するこ

とができるもの

であること 

 ・利用申込にあたり一部の利用者に対して正当な理

由なく利用を拒んだり、優遇するおそれはないか。 

１０点 

 

（２）施設の効

用を最大限に発

揮できる能力を

有していること 

施設の設置目的を理解し、明

確な運営方針を持っているこ

と 

・施設運営の基本理念は確立されているか。 

・施設の運営目的を反映した運営方針となっている

か。 

１０点 

 

 

施設の運営課題を把握し、課

題解決に向けた取組がなされ

ていること 

・現状の運営課題を的確にとらえているか。 

・運営課題に対する対応は適切か。 

・児童一人一人の特性や保護者の意向を反映させる

運営方針となっているか。 

１０点 

 

 

利用者へ

の適切な

サービス

を提供す

るための

事業提案

がなされ

ているこ

と 

 

年間計画 ・年間を通して児童の遊びと生活の場として機能す

る計画となっているか。 

１０点 

 

平日の活動内容 ・放課後の児童の過ごし方として適切な内容となっ

ているか。 

１０点 

 

土曜日・長期休

業中の活動内容 

・１日の児童の過ごし方として、適切な内容となっ

ているか。 

１０点 

 

支援の必要な児

童への対応 

・支援の必要な児童の受け入れ、対応は適切に行え

るか。 

１０点 

 

児 童 の 衛 生 管

理、体調管理 

・熱中症対策、感染症予防、食中毒防止のための取

組がなされているか。 

１０点 

 

地域・学校・その他関係機関

との連携が図られていること 

・地域の実情に応じた地域連携事業の取組がなされ

ているか。 

１０点 

 

（３）施設の管

理経費の縮減が

図られること 

 ・経費縮減が図られているか。 

・経費の積算は適切になされているか。 

１０点 

 

（４）施設の適

切な管理運営を

安定して行う能

力を有している

こと 

日常の事故防止や防犯、防災

対策が十分に行える体制とな

っていること 

・適切な安全管理体制や防犯、防災対策が取られて

いるか。 

・事故、災害、緊急時への対応を適切に行える体制

となっているか。 

・個人情報の取扱いを適切に行える体制となってい

るか。 

１０点 

 

施設の維持管理を適切に行え

る体制となっていること 

・施設の維持管理を適切に行える体制となっている

か。 

・ごみ減量、エネルギー削減等環境に対する配慮は

なされているか。 

１０点 

 

保護者等からの苦情、要望に

対し適切に対応できる体制と

なっていること 

・適切に対応できる苦情処理体制がとられているか。 

・利用者からの要望対応が適切に実施できるか。 

１０点 

 

職員体制は基準に沿って人員

を配置していること 

・安定的な運営が可能となる人員配置となっている

か。 

１０点 
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 人材確保のための取り組みが

なされていること 

・実効性を期待できる人材確保の取組みがなされて

いるか。 

１０点 

 

人材育成のための取り組みが

なされていること 

・研修計画や人材育成方針に沿った取組みがなされ

ているか。 

１０点 

 

直近の指定管理期間中、モニ

タリング等において、重大な

文書指摘を受けていないこと 

・モニタリング等において重大な文書指摘を受けて

いないか。 

１０点 

 

直近の指定管理期間中、支援

員による児童への虐待案件が

発生していないこと 

・支援員による児童への虐待案件が発生していない

か 

１０点 

 

（５）市の施策

への貢献が期待

できること 

直近の指定管理期間中、待機

児童解消のための取組みを行

ったことがあること 

・最大定員弾力受入率（５か年の 4/1 時点最大値） 

 =受入人数/施設定員×１００ 

１０点 

 

令和２年３月から５月にかけ

ての新型コロナウイルス感染

症に伴う小学校臨時休校の際

に、平日午前中の開所を行っ

たことがあること 

・臨時休校決定後、速やかな体制整備が行えたか。 １０点 

 

合計 ２００点 

 


